
 

湯川村中古住宅取得支援事業補助金 

 

湯川村への移住及び定住を促進し、定住人口の増加と空家の有効活用

を図るため、中古住宅の取得費用の一部を補助します。 

 

１．定　義　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

２．補助率と限度額　　　　　　　　　　　　　　　 

※１ 補助額に 1,000 円未満の端数があるときは切捨てした額とします。 
※２ 世帯主またはその配偶者が満 45 歳未満である方 

※３ 18 歳以下の子ども一人以上扶養される方 

※４ 村内事業者と労働契約を締結する方または認定新規就農者 

 中 古 住 宅 過去に人の居住用として使用されたことがある住宅
 

基 準 日 建物に係る登記の全部事項証明書に記載された所有

権移転年月日
 村内在住者 基準日の前日から起算して前５年間に本村において

住民登録がある方
 転 入 者 基準日の前日から起算して前５年間において本村に

おいて住民登録がない方

 
対象経費 中古住宅の取得費用 

※土地取得費、外構工事費等は対象外
 

補 助 率 １/２以内※1

 

基 本 額
転 入 者 ３０万円

 
村内在住者 ２０万円

 

加算要件

若者世代※2 １０万円加算

 
子育て世帯※3 １０万円加算

 
村内就業※4 １０万円加算



 

３．補助対象住宅　　　　　　　　　　　　　　　　　 

① 基準日が令和８年４月１日以降であり、契約締結日から１年以内の

もの 

② 補助対象者及び同一世帯の者の３親等以内の親族から取得したも

のでないこと 

③ 建築基準法その他関係法令の基準に適合するもの 

④ 居住部分の延床面積は、「一般型誘導居住面積水準」を満たすこと 

 

４．補助対象者　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

次の①～④の全てに該当する者。 

 

５．必要な書類等　　　　　　　　　　　　　　　　　 

（１）交付申請書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　※　□　湯川村 HP、及び役場窓口で配布している申請様式 

 

（２）補助金交付請求　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

交付決定通知受領後、速やかに提出するようお願いいたします。 

請求書の様式は村 HP または役場窓口で取得してください。 

 

 

 ① 満 60 歳未満で村内に定住する目的で中古住宅を取得した者
 ② ①の住宅に居住し、５年以上定住することを誓約する者
 ③ 申請者及び同一世帯の者全員が、村税等を滞納していない者
 ④ 申請者及び同一世帯の者全員が、湯川村暴力団排除条例に規定

する暴力団員等でない者

 必 要 書 類 一 覧
 □　補助金交付申請書（様式第１号） 

□　誓約書及び同意書（様式第２号） 

□　対象住宅に係る売買契約書（写し） 

□　対象住宅の取得に係る領収書等（写し） 

□　物件の位置図及び内外観写真 

□　対象住宅に係る登記の全部事項証明書（写し） 

□　市町村税の納税証明書 

□　補助金の振込先金融機関の通帳の写し 

□　その他、村長が必要と認める書類



６．注意事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

７．手続きの流れ　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

８．お問合せ先　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

湯川村産業建設課商工観光係　電話 ０２４１－２７－８８３１ 

福島県河沼郡湯川村大字清水田字長瀞１８番地 

 ※住宅取得費用に係る他の補助金との併用はできません。
 ※補助金の交付は同一補助対象者につき１回を限度としま
 ※補助要件確認のため、書類の提出を追加でお願いする場合があ

ります。
 ※申請者、領収書のあて名、補助金振込先の口座名義人は全て同

一としてください。
 ※申請書類等の提出は、期限を過ぎた場合、補助金が公布されま

せんので、ご注意ください。
 ※この補助金の交付に際し必要とした書類及び帳簿については、

交付の翌年から１０年間保管してください。

 申　請　者 産業建設課 期限等
 交付申請 

 

 

 

交付決定通知受領 

 

交付請求

申請受理 

 

審　査 

 

適　合 

 
 

請求処理 

 

補助金交付

対象住宅の所有権移転日か

ら起算して１年以内に申請

してください。


